＜資料タイトル　社内用説明資料の例＞
※各企業の状況に応じて修正してお使いください
○法律改正の要点
2027年10月から、「従業員数36～50人」に該当する当社において、以下の要件に該当する短時間労働者(パート・アルバイトなどの従業員)について、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化。	
	☑週の所定労働時間が20時間以上
	☑学生ではない


○人件費について
　当社において、法律改正の対象となる全従業員が仮に全員社会保険に加入した際の社会保険料の増額分は○円となる。
[bookmark: _Hlk159953620]　各営業所における対象従業員数と社会保険料の増額は下表のとおり。
	[bookmark: _Hlk159953759]営業所
	対象従業員数
	社会保険料（前年比）
	社会保険料（前月比）

	A営業所
	○人
	＋○円
	＋○円

	B営業所
	○人
	＋○円
	＋○円

	計
	○人
	＋○円
	＋○円


○従業員の負担について
１日５時間、週４日働く従業員本人の社会保険料負担額は、月額○円となる。
（注）従業員本人の社会保険料負担額について、現場責任者等から従業員へ説明するよう案内予定。
○支援制度
・保険料調整制度：新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せず働けるよう、事業主が従業員の保険料を一時的に負担することにより、従業員の保険料負担を通算3年間軽減できる制度
・専門家活用支援事業：適用拡大に関するノウハウ豊かな社会保険労務士を、年金事務所を通じて無料派遣
・キャリアアップ助成金：労働者を新たに社会保険に加入させ、週所定労働時間の延長や賃金上昇の取り組みを実施した場合に助成
○社内周知
　対象従業員への周知は、社内イントラメール、社内報にて行う。
 　当社内における10月に向けての従業員との調整のスケジュールは以下を予定。
シフト調整
人員の確保
説明結果
報告
従業員への説明開始
現場責任者（説明者）
への案内
周知準備


2027年○月


2027年○月


2027年○月


2027年○月


2027年○月


2027年○月


